
 

神戸市シューズ産業販路開拓等支援補助金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、阪神淡路大震災からの地場産業復興の趣旨に鑑み、神戸・長田のケミカルシュ

ーズ産業の振興、活性化に向けた業界による時代に即し、持続的な発展につながる多角的な販路開

拓等の取り組みに関する経費について、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（

昭和22年政令第16号）、神戸市補助金等の交付に関する規則（平成27年３月神戸市規則第38号。以

下「補助金規則」という。）に定めがあるもののほか、当該補助金等の交付等に関して必要な事項

を定める。 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 神戸シューズ 商標法（昭和34年法律第127号）第７条の２に規定する地域団体商標として、

商標登録第5654043号で認定された靴をいう。 

(2) 中小企業 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中小企業者をいう。 

（補助対象者） 

第３条  補助事業の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の全てに該当する者

とする。 

(1)シューズ産業にかかる事業を営み、構成員の過半数が神戸市内に本社又は主たる事業所を置く

中小企業である団体であって法人格を取得している者。 

(2) 神戸市市税条例（昭和25年８月条例第199号）に定める神戸市税の滞納がない者 

（補助対象事業） 

第４条  補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が当該年度に実施

する次に定める事業とする。 

 (1)神戸シューズに係るオンライン販売サイトの運営に関する事業 

 (2)百貨店、ショッピングモールその他集客施設等での展示及び販売会等の開催に関する事業 

(3)前２号に掲げるもののほか、シューズ産業の持続的な発展につながる多角的な取組みに関する

事業 

２ 第８条第１項の交付決定前に実施している補助対象事業についても、前項の期間内に実施したも

のについては、補助対象とする。 

３ 同一の補助対象者が過去３年度にわたり当該補助金の交付を受けた事業と同様の内容で補助申請

する場合、新規性や新たな工夫、改善等を取り入れるよう努めなければならない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助事業の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に係る経費

のうち、消費税及び地方消費税を除き、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 業務委託料 

(2) 出展費 

(3) 会場借料・賃借料 

(4) 会場整備費・改装費 

(5) 運送費 



 

(6) 広告・印刷物作成経費 

(7) 役務費 

(8) 人件費（補助対象事業執行に必要な臨時的なものに限る。） 

(9) 共益費・光熱水費 

  (10) その他市長が必要と認める経費  

２ 補助対象経費につき、国、地方公共団体又は公共的団体から補助金等の助成を受けるとき又は受

けたときは、当該助成額を補助対象経費から控除するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業について、神戸市の他の補助金等の助成との併用は認め

ない。 

４ 補助対象事業に係る物品の購入、業務の委託、その他請負契約を行う場合には、原則と

して、市内の事業者（地元企業）を対象とすること。 

５ １契約が1,000,000円（税込）を超える経費は、２者以上の見積の提出を要するものとする。 

（補助金の額等） 

第６条  補助対象者に交付する補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、金10,000,000円

又は支出額から収益額を減じた額のいずれか低い額を上限とする。 

２ 市長は、前項の規定により算定した金額の合計が当該年度の本補助金の予算額を超過する場合は、

補助金を減額して交付決定することができる。 

（交付申請） 

第７条  申請者は、補助金規則第５条に基づき補助金等の交付を申請するときは、次に掲げる書類を

市長の定める期日までに市長へ提出しなければならない。 

(1) 補助金交付申請書（様式第１号） 

(2) 団体概要書（様式第２号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、補助金規則第６条による補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる書類により速

やかに申請者に通知するものとする。  

(1) 補助金交付決定通知書（様式第３号）  

(2) その他市長が必要と認める書類  

２ 市長は、補助金規則第18条第２項による概算払をするときは、前項第１号に掲げる補助金交付決

定通知書により、概算払の時期及び金額を通知するものとする。 

３ 市長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行うときは、次

に掲げる書類をもって申請者に通知するものとする。  

(1) 補助金不交付決定通知書（様式第４号）  

(2) その他市長が必要と認める書類 

（概算払） 

第９条 前条第１項の補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前条

第２項による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書（様式第５号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を概算払するものとする。 

（補助事業等の変更等） 



 

第10条 補助事業者は、補助金規則第７条第１項第１号に掲げる承認を受けようとするとき

は補助金交付決定内容変更承認申請書（様式第６号）を、同第２号に掲げる承認を受け

ようとするときは補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）を、市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認するこ

とが適当であると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第８号）又

は補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するもの

とする。 

（実績報告書等の提出） 

第11条 補助事業者は、補助金規則第15条に基づき補助事業の実績を報告しようとするときは、次に

掲げる書類を当該補助事業の完了後20日以内又は市の会計年度末日までのいずれか早い日

までに、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（様式第10号） 

(2) 事業の実施状況が確認できる書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第12条  市長は、補助金規則第16条による補助金の交付額の確定を行ったときは、次に掲げる書類に

より、速やかに補助事業者に通知するものとする。 

(1) 補助金交付額確定通知書（様式第11号） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、確定した補助金等の交付額が、補助金等の交付の決定における交付決定額と同額である

場合は、前項の規定による通知を省略することができる。 

３ 市長は、補助金規則第16条により補助金の交付額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、前項の報告受理後10日以内に、期限を定めて、確定した交付額を

超える部分の補助金の返還を命じるものとする。 

４ 補助事業者は、市長から前項の請求があったときは、期限内に市長の指定する方法で精算しなけ

ればならない。 

（補助金の請求） 

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書（様式第12号

）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第14条 市長は、補助金規則第19条による補助金の交付決定の全部又は一部を取消したときは、速や

かに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第13号）により当該補助事業者に通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金を交付していると

きは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 

（成果の発表） 

第15条  市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について、当該補助事業者に発表する

よう求めることができる。 



 

（その他） 

第16条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


